
2023年６月27日（火曜日）
午前10時

招 集 ご 通 知

証券コード  9385

第56期 定時株主総会

株式会社ショーエイコーポレーション

開催
日 時

大阪市中央区本町橋 2-31
シティプラザ大阪  ２階  中宴会場「燦」

開催場所が前回と異なりますので、末尾の
「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

開催
場所

2023年６月26日（月曜日）午後５時15分まで

議決権行使期限

第56期定時株主総会招集ご通知
議決権行使のご案内
プレミアム優待倶楽部について
株主総会参考書類
 第1号議案 剰余金の処分の件
 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）
 5名選任の件
 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
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監査報告書
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ご出席株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理
解賜りますようお願い申しあげます。
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株 主 各 位
証券コード 9385
2023年６月12日

（電子提供措置の開始日2023年６月２日）

大阪市中央区備後町二丁目１番１号
株式会社ショーエイコーポレーション
代 表 取 締 役 社 長 芝 原 英 司

第56期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第56期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席賜りますようご

通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第56期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

【当社ウェブサイト】
https://www.shoei-corp.co.jp/
また、電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイ

トにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセ
スしていただき、銘柄名（ショーエイコーポレーション）または証券コード（9385）を入力・
検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、「縦覧書類」にある「株主総会招
集通知/株主総会資料」欄よりご確認くださいますようお願い申しあげます。

【東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

当日ご出席いただける場合は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう
お願い申しあげます。また、ご出席いただけない場合は、インターネットまたは書面によって議
決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類
をご検討のうえ、2023年６月26日（月曜日）午後５時15分までに議決権を行使いただきます
ようお願い申しあげます。

敬 具
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記

１ 日 時 2023年６月27日（火曜日）午前10時
２ 場 所 大阪市中央区本町橋 2-31

シティプラザ大阪 ２階 中宴会場「燦」
(開催場所が前回と異なりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照い
ただき、お間違いのないようご注意ください。)

３ 目 的 事 項
報 告 事 項 １．第56期(2022年４月１日から2023年３月31日まで)事業報告、連結計算書

類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第56期(2022年４月１日から2023年３月31日まで)計算書類報告の件

決 議 事 項 第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

以 上

◎電子提供措置事項のうち、次に掲げる事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求
をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
連結計算書類の「連結注記表」
計算書類の「個別注記表」

従いまして、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、会計監査人及び監査等委員会がそれ
ぞれ会計監査報告書及び監査報告書を作成するに際して監査した対象書類の一部であります。電子提供措置事
項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま
す。

◎当日は、ノーネクタイの「クールビズ」にて対応させていただきますのでご了承賜りますようお願い申しあげ
ます。
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議決権行使のご案内

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行
使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。

2023年６月27日（火曜日）
午前10時

株主総会開催日時当日ご出席いただける場合

当日ご出席いただけない場合

書面によって議決権を行使することができますの
で、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否
をご表示いただき、行使期限までに到着するよう
ご返送くださいますようお願い申しあげます。議
決権行使書面において、議案に賛否の表示がない
場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り
扱わせていただきます。

2023年６月26日（月曜日）
午後５時15分必着

行使期限書面で議決権を行使する場合

詳細は次頁をご参照ください。

・		インターネットによる方法と議決権行使書の郵送の双方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権の行
使を有効とさせていただきます。
・	インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
（みずほ信託銀行の議決権行使サイト、プレミアム優待倶楽部による議決権行使を含みます。）

議決権を行使される場合の注意点

当社指定の議決権行使ウェブサイト
(https://soukai.mizuho-tb.co.jp/）
にアクセスしていただき、行使期限までに賛否を
ご入力ください。

2023年６月26日（月曜日）
午後５時15分までに行使

行使期限インターネットで議決権を行使する場合
POST

議決権行使書
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議決権行使コード及びパスワードを入力することな
く議決権行使ウェブサイトにログインすることができ
ます。

議決権行使ウェブサイト

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議
決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議
決権行使をお願いいたします。
※	QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ
遷移できます。

ふ 0120-768-524
インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な
場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
受付時間
平日午前９時～午後９時

QR コードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

インターネットによる議決権行使のご案内

同封の議決権行使書用紙に記載された
「スマートフォン用議決権行使ウェブサ
イトログインQRコード」を読み取ってく
ださい。

見本見本
見本見本

見本見本

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

1

以降は画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

2

議決権行使ウェブサイトに
アクセスしてください。

「次へすすむ」
をクリック

1

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

「議決権行使
コード」を入力

「次へ」をクリック

2

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

実際にご使用に
なる新しいパス
ワードを設定し
てください。

「初期パスワード」
を入力

「登録」をクリック

3

以降は画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

4
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お問い合わせ先

TEL　0120－980－965（通話無料）
受付時間　午前9時から午後5時まで（土・日を除く）

■プレミアム優待倶楽部について
電子議決権行使のご案内

会員登録
　以下のURLから「ショーエイコーポレーショ
ン・プレミアム優待倶楽部」にアクセスし、必要
な情報をご入力のうえ、会員登録及びログインを
お願いいたします。

URL：https://shoei-corp.premium-yutaiclub.jp/

【会員登録・ログインに必要なユーザー情報】
■株主番号
株主様ご自身の９桁の株主番号をご入力くださ
い。
※	議決権行使書用紙の中央上部に記載がございま
す。

■郵便番号
2023年３月31日現在の最終の株主名簿に記載
又は記録された郵便番号をご入力ください。
■ログインID（メールアドレス）
■パスワードを入力のうえご参加ください。
※	会員登録時に株主様ご自身で入力いただいたも
の

［電子議決権行使方法］
　ショーエイコーポレーション・プレミアム優
待倶楽部に「ログイン」していただき、ポップ
アップ画面で「すぐに議決権行使する」を選択
いただき、賛否を選択してください。

事前質問の受付について

　質問につきましては「ショーエイコーポレーシ
ョン・プレミアム優待倶楽部」から行うことがで
きます。円滑な株主総会運営のため、質問の数は
一人２問まで、１問につき200文字までとさせて
いただきます。期限は本株主総会前日の2023年
６月23日（金）午後５時15分までとなっており
ます。ご質問について、可能な限り、株主総会に
て回答させていただく方針でありますが、運営の
都合上、その全てに回答することができない場合
がございますので、ご了承くださいますようお願
い申しあげます。

ログイン方法：①ログインID（メールアドレス）
②	パスワードを入力のうえご参加
ください。
※	会員登録時に株主様ご自身で入
力いただいたもの

事前質問受付期間：2023年６月12日（月）午前
９時から６月23日（金）午後５時15分まで
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議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分の件につきましては、安定的かつ継続的な配当を実施し、あわせて基盤強化のために内部留保
の充実に力をいれていくことを基本方針としております。
第56期は誠に遺憾ながら、当期純損失を計上することになり、繰越利益剰余金がマイナスとなりましたの

で、その欠損補填および株主の皆様への配当を実施するため別途積立金取崩しのご承認をお願いするものであ
ります。

１．剰余金の処分に関する事項
１ 減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 600,000,000円

２ 増加する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 600,000,000円

２．期末配当に関する事項
当期の期末配当につきましては、株主の皆様のご支援に報いるため、次のとおりといたしたいと存じま

す。
１ 配当財産の種類

金銭といたします。

２ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につきまして、20円00銭といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は154,545,280円となります。

３ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月28日
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件

本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く）３名が任期満了となります。つきまして
は、経営の透明性の確保及び経営監督機能の強化を図るため取締役（監査等委員である取締役を除く）５名の
選任をお願いするものであります。
なお、当社は、下記の事項を取締役（監査等委員である取締役を除く）の資格要件として定めており、取締

役（監査等委員である取締役を除く）候補者全員は、これらの要件を満たしておりますとともに、指名・報酬
委員会へ諮問、答申を受けて決定し、監査等委員会から全ての取締役（監査等委員である取締役を除く）候補
者が適任である旨の意見を得ています。
本議案の取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者は、次のとおりであります。

【取締役（監査等委員である取締役を除く）の選定基準】
取締役（監査等委員である取締役を除く）の選定基準については以下の項目に定める条件をバランスよく満

たす者とする。
① 自らの使命を持ち、未来事業を作り上げられると見做されること
② 自らの責任を持って、業務目標を達成することができると見做されること
③ 人を鼓舞して自発的に行動させるコミュニケーション能力が備わっていると見做されること
④ 策定した戦略や目標を行動に移し、結果を出すことができると見做されること
⑤ 高い倫理観、優れた品格と見識を持っていると見做されること
⑥ 人を育てることが事業であるという強い意志とそれを実践する能力を持っていると見做されること
⑦ 会社法第331条第１項各号に定める取締役の欠格事由に該当しないこと
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候補者番号

１
再 任

しば はら えい じ

芝原 英司（1948年12月６日生） 所有する当社の株式の数 2,108,000株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1973年４月 当社入社
1982年４月 常務取締役
1988年４月 代表取締役社長

2017年６月 代表取締役社長兼ＣＥＯ
代表執行役員

2021年８月 代表取締役社長兼代表執行役員（現任）

（取締役候補者とした理由）
同氏は、1988年に代表取締役社長に就任して以来、当社グループ経営の舵取りを担い、経営者としての豊富な経験と
幅広い見識を有し、グループ全体の経営に関する総合的な判断力を備えており、当社グループの今後の持続的な企業
価値向上、中期経営計画実現のため、代表取締役社長としての職務を適切に遂行できる人材と判断しております。以
上のことから同氏を引き続き取締役候補者としたものであり選任をお願いするものであります。

取締役会出席状況 15回／16回（93.7％）

候補者番号

２
再 任

かわ かみ ひろ やす

川上 弘恭（1958年8月15日生） 所有する当社の株式の数 1,300株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1981年４月 伊藤忠商事株式会社入社
2011年 4 月 韓国伊藤忠商事株式会社 CEO兼社長
2014年４月 シーアイ化成株式会社 常務執行役員
2015年４月 シーアイ化成株式会社 取締役常務執行

役員
2017年 4 月 タキロンシーアイ株式会社

取締役常務執行役員

2020年４月 Bonset America Corporation CEO&President
兼 タキロンシーアイグループ執行役員

2022年５月 当社入社 顧問営業部門担当
2022年 6 月 取締役 執行役員 営業部門担当

（現任）

（取締役候補者とした理由）
同氏は、長年にわたり化成品商社において、トップマネジメントとして経営に携わっており、業界における営業力と
経営能力を有し、2022年に当社に入社以降営業部門に携わり、会社の中核として成長・発展に貢献。また当社グルー
プが目指す販促営業の推進に取り組んでおり、当社グループの今後の企業価値向上、中期経営計画実現のため、取締
役としての職務を適切に遂行できる人材と判断しております。以上のことから同氏を引き続き取締役候補者としたも
のであり選任をお願いするものであります。

取締役会出席状況 11回／11回（100.0％）
(注)上記出席回数は2022年6月23日取締役就任後の回数
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候補者番号

３
再 任

お ぐら みき お

小倉 幹雄（1974年9月14日生） 所有する当社の株式の数 7,100株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1999年４月 株式会社クルー入社
2005年 6 月 株式会社ＣＳ入社
2010年４月 同社取締役
2016年４月 当社入社 企画部グループ戦略・企画室

部長
2016年 6 月 株式会社ＣＳ代表取締役社長
2017年 4 月 当社執行役員 ＣＳ営業連携部長
2019年 4 月 執行役員 リテール営業部長 兼 ロジ

スティクス部長

2019年6 月 取締役 執行役員 リテール営業・包装
資材営業・ロジスティクス部担当 リテ
ール営業部長兼ロジスティクス部長

2022年4 月 取締役 執行役員 商品販売事業部門担
当 兼 商品販売部長 兼 ロジスティ
クス部長（現任）

（取締役候補者とした理由）
同氏は、長年にわたり100円ショップ業界において商品開発に携わってきた経験を活かし、当社グループが目指す商
品調達力強化に貢献し、またロジスティクス部門への適切な運営指導に取り組んでおり、当社グループの今後の企業
価値向上、中期経営計画実現のため、取締役としての職務を適切に遂行できる人材と判断しております。以上のこと
から同氏を引き続き取締役候補者としたものであり選任をお願いするものであります。

取締役会出席状況 16回／16回（100.0％）

候補者番号

４
新 任

社 外

やま の くち よし こ

山之口 良子（1957年2月13日生） 所有する当社の株式の数 ―株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1979年４月 ピアス株式会社入社
1983年 4 月 日本電子工業株式会社入社
1995年 6 月 同社取締役
1998年 6 月 同社常務取締役

2007年 5 月 同社代表取締役社長（現任）
2016年 9 月 ＪＥＩホールディングス株式会社代表取

締役社長（現任）

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
同氏は、長年にわたり製造業界において、トップマネジメントとして経営に携わっており、モノづくりと開発分野に
おける豊富な経験と幅広い知識を有しており、これらの経験、見識を活かし、当社経営に対する助言や指導、客観的
な視点での適切な監督により、当社の経営体制の強化を期待できる人材と判断したことから社外取締役候補者として
選任をお願いするものであります。
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候補者番号

５
新 任

社 外

かた やま じゅん いち ろう

片山 淳一郎（1965年11月6日生） 所有する当社の株式の数 ―株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1990年４月 株式会社日本興業銀行（現みずほ銀行）

入行
1995年10月 環境機器株式会社入社
2000年 1 月 同社代表取締役社長（現任）
2019年 7 月 株式会社ペストビジョンソリューション

ズ代表取締役社長（現任）

2021年 3 月 西武消毒株式会社代表取締役社長（現
任）

2022年10月 Termguard Asia Pte.代表取締役社長
（現任）

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
同氏は、長年にわたり製造販売業界において、トップマネジメントとして経営に携わっており、販路拡大に向けた営
業力と経営能力を有しており、これらの経験、見識を活かし、当社経営に対する助言や指導、客観的な視点での適切
な監督により、当社の経営体制の強化を期待できる人材と判断したことから社外取締役候補者として選任をお願いす
るものであります。

（注）１．各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２．山之口良子氏、片山淳一郎氏は、新任の社外取締役候補者であります。
３．当社は、本総会において、山之口良子氏及び片山淳一郎氏の選任が承認された場合、各氏との間で、会社法第427条第1項

の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠
償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

４．当社は、本総会において、山之口良子氏及び片山淳一郎氏の選任が承認された場合、両氏を東京証券取引所に対し独立役員
として届け出る予定であります。
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

本総会終結の時をもって監査等委員である取締役４名が任期満了となりますので、監査等委員である取締役
３名の選任をお願いするものであります。
なお、当社は、下記の事項を監査等委員である取締役の資格要件、社外取締役の資格要件として定めてお

り、監査等委員である取締役候補者全員は、これらの要件を満たしておりますとともに、監査等委員会の同意
を得ております。
なお、社外取締役候補者は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしております。
本議案の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

【監査等委員である取締役の選定基準】
監査等委員である取締役の選定基準については以下の項目に定める条件をバランスよく満たす者とする。

① 高い倫理観と優れた品格・見識を有していると見做されること
② 経営感覚に優れ、経営の諸問題に精通していると見做されること
③ 全社的な見地、客観的に分析･判断する能力に優れていると見做されること
④ 全社的な見地で積極的に自らの意見を申し述べることができると見做されること
⑤ 次のいずれかの経歴、能力を有する者であること
・弁護士等の、法律の専門家
・会社の経営に関与した経験を有する者
・財務および会計に関する相当程度の知見を有する者
・営業分野や研究・開発分野等の豊富な経験を有する者
・その他上記各項目に準じた経歴、能力を有する者

⑥ 会社法第331条第１項各号に定める取締役の欠格事由に該当しないこと
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【社外取締役の選定基準】
社外取締役の選定基準については以下の項目に定める条件をすべて満たす者とする。

① 誠実な人格、高い識見と能力を有し、当社取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経
験および出身分野における実績を有する者

② 会社法第331条第１項各号に定める取締役の欠格事由に該当しない者
③ 他の上場会社の役員の兼任は、当社を除いて３社までであること
④ 次のいずれかの経歴、能力を有する者であること
・弁護士等の、法律の専門家
・会社の経営に関与した経験を有する者
・財務および会計に関する相当程度の知見を有する者
・営業分野や研究・開発分野等の豊富な経験を有する者
・その他上記各項目に準じた経歴、能力を有する者

⑤ 会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たす者

【社外役員の独立性基準】
社外役員のうち、以下の項目のいずれの基準にも該当しない社外役員は、当社からの独立性を有するものと

判断されるものとする。
① 当社の大株主（直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する者）またはそ

の業務執行者である者
② 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者である者
③ 当社の主要な取引先またはその業務執行者である者
④ 当社または連結子会社の会計監査人またはその社員等として当社または連結子会社の監査業務を担当して

いる者
⑤ 当社から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理

士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体であ
る場合は、当社から得ている財産が年間収入の２%を超える団体に所属する者）

⑥ 当社の主要借入先（直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載
されている借入先）またはその業務執行者である者

⑦ 当社から年間1,000万円を超える寄付を受けている者（ただし、当該寄付を得ている者が法人、組合等の
団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の２％を超える団体の業務執行者である者）

⑧ 過去３年間において、上記①から⑦のいずれかに該当していた者
⑨ 上記①から⑧のいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る。）の配偶者または二親等以内の親族
⑩ 当社または子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務

を行うべき社員を含む。）の配偶者または二親等以内の親族
⑪ 過去３年間において、当社または子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人で

ある場合は、その職務を行うべき社員を含む。）のいずれかに該当していた者の配偶者または二親等以内
の親族

⑫ 前各項目のほか、当社と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすこ
とができない特段の事由を有している者
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候補者番号

１
再 任

社 外

独 立

しん じょう まなぶ

新城 学（1961年２月18日生） 所有する当社の株式の数 1,300株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1987年４月 日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証

券株式会社）入社
2017年６月 株式会社ユニクエスト 監査役

当社社外取締役（監査等委員）

2020年６月 当社社外取締役（常勤監査等委員）（現
任）

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
証券会社の法人担当として、その人望の深さと法人部門においての長きにわたる豊富な経験と知識を有していること
から、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただき、社外取締役と
して経営の監督とチェック機能を充分果たしていただけることを期待しており、引き続き監査等委員である社外取締
役としての選任をお願いするものであります。

取締役会出席状況 16回／16回（100％）
監査等委員会出席状況 13回／13回（100％）

候補者番号

２
再 任

社 外

独 立

おお もり しげ き

大森 茂樹（1947年２月３日生） 所有する当社の株式の数 ー株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1969年４月 奥村会計事務所入所
1979年１月 大森経営事務所設立
1996年８月 大成電機株式会社入社

同社取締役
1997年２月 大成電機株式会社と三双電機株式会社が

合併し、株式会社アレクソン設立
同社取締役経営企画室長

1998年８月 同社取締役副社長
2006年６月 同社取締役退任
2008年６月 当社監査役
2010年６月 当社常勤監査役
2017年６月 当社社外取締役（常勤監査等委員）
2020年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
経営コンサルタントとして20年以上にわたり、会計を含めた多くの経営指導の実績を残し、幅広い知識と豊富な知見
を有していることから、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただ
き、社外取締役として経営の監督とチェック機能を充分果たしていただけることを期待しており、引き続き監査等委
員である社外取締役としての選任をお願いするものであります。

取締役会出席状況 1５回／16回（93.7％）
監査等委員会出席状況 13回／13回（100％）
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候補者番号

3
再 任

社 外

独 立

おい だ ゆ み こ

種田ゆみこ（1966年12月25日生） 所有する当社の株式の数 ―株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1994年10月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査

法人）大阪事務所入
2008年８月 株式会社ブレイン入社

同社取締役（現任）
2014年10月 地方独立行政法人大阪市民病院機構

社外監事（現任）

2018年７ 月 大阪中河内農業協同組合
社外監事（現任）

2019年６ 月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2021年 8 月 住江織物株式会社社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社ブレイン 取締役
地方独立行政法人大阪市民病院機構 社外監事
大阪中河内農業協同組合 社外監事
（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
公認会計士及び税理士として、財務及び会計ならびに税務に関する豊富な経験と知識を有していることから、当社の
業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただき、社外取締役として経営の監
督とチェック機能を充分果たしていただけることを期待しており、引き続き監査等委員である社外取締役としての選
任をお願いするものであります。

取締役会出席状況 15回／16回（93.7％）
監査等委員会出席状況 13回／13回（100.0％）

（注）１．各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２．新城学氏、大森茂樹氏、種田ゆみこ氏は現在当社の監査等委員である社外取締役でありますが、それぞれの監査等委員であ

る社外取締役としての在任期間は、新城学氏は６年、大森茂樹氏は６年、種田ゆみこ氏は４年となります。なお、監査等委
員会設置会社前の監査役会設置会社時の社外監査役の在任期間は、大森茂樹氏が９年であります。

３．当社は、新城学氏、大森茂樹氏、種田ゆみこ氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠
償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とし
ており、本総会において各氏の再任が承認された場合、本契約を継続する予定であります。

４．当社は、新城学氏、大森茂樹氏、種田ゆみこ氏を東京証券取引所に対し独立役員として届け出ており、各氏が選任された場
合は、引き続き独立役員となる予定であります。

以上
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１ 企業集団の現況に関する事項
１．事業の経過及びその成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う行動制限の緩和や観光支援策等

の各種政策の効果もあり、経済・社会活動が正常化に向かう中で、雇用情勢や設備投資は回復の傾向にあり、個
人消費についても緩やかな回復がみられました。一方、海外の地政学リスクに伴う原材料価格やエネルギー価格
の高騰及び急激な為替の変動による消費者物価の上昇により、節約志向が強まるなど、依然として景気の先行き
は不透明な状況で推移いたしました。当社グループを取り巻く環境は、フィルム原反の供給不足による価格上昇
や物流コストの高騰、輸入仕入価格の大幅な上昇等が続くなど、厳しい事業環境が続いております。
このような状況下、当社グループは「メーカー機能を持った企画制作会社」に転化し、コンサルタント営業へ

の転換を進めてまいりました。これまで培い蓄えてきた企業価値を最大限に高め、顧客への提供価値が変化して
いる中で高収益企業となることを事業活動の指針として、ОＥＭを含めた購買行動促進のための販売促進支援活
動という事業形態を見据えて活動してまいりました。高収益で成長性のある会社になるためには「自社商品、自
社ブランドを持つメーカーへの転身」が必要であり、当社グループの強みである企画力、調達力、商品開発力を
活かして、より良い商品・製品を提供していくためにマーケティング機能、企画製造機能を一層充実させていく
計画を進めております。
その結果、当連結会計年度における売上高は207億45百万円（前年同期比7.7％増）となりました。利益面に

つきましては、原材料価格の高騰や為替の急激な変動により売上原価率が上昇（前年同期売上原価率比2.3ポイ
ント増）したことで、営業利益は1億54百万円（前年同期比12.4％減）となりました。一方、昨年末にかけて為
替相場が急激に円高に振れたことでデリバティブ評価損として5億22百万円を営業外費用に計上した結果、経常
損失は3億32百万円（前年同期は1億83百万円の経常利益）、また株式会社ファインケメティックスにかかるの
れん等の減損損失として16億41百万円を特別損失に計上した結果、親会社株主に帰属する当期純損失は16億17
百万円（前年同期は89百万円の親会社株主に帰属する当期純利益）となりました。

セグメント別の状況は次のとおりであります。
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（営業促進支援事業）
当セグメントにつきましては、お客様自身の営業を一層促進していただくために、お客様の製品の包材、アセ

ンブリ、企画から配送にいたるまで、商品・サービスの提供、支援をする事業であります。
包装資材については当初は原料の価格高騰や供給不足があったことから厳しい営業活動であったものの、下期に
かけては徐々に改善していき販売は安定的に推移いたしました。また販促品キャンペーンを軸とする販売は、経
済活動の制限の緩和に伴い企業によるプロモーション活動や各種イベント需要は回復しつつあり微増いたしまし
た。化粧品等のＯＥＭにつきましては行動制限の緩和による充填案件の受注が増えてきており、そして子会社フ
ァインケメティックスとのシナジー効果も徐々に表れ始め、同社の主力商材である、シャンプー、トリートメン
トなどのヘアコスメを中心に、充填などのアセンブリ作業は順調に受注することができました。
また発送代行については環境の変化による通数の減少はみられたものの下期にかけて少しずつ売上は回復してき
ました。
その結果、売上高は104億98百万円（前年同期比11.7％増）、セグメント利益は3億57百万円（前年同期比

409.1％増）となりました。

（商品販売事業）
当セグメントにつきましては、100円ショップやドラッグストア等量販店、小売販売店に対して、商品を企画

提案し、調達し、そして提供する事業であります。100円ショップ向けは高額商品の投入や鮮度保持袋に代表さ
れる機能性の高いポリ製品を中心とした消耗品が好調であったものの、ヘアオイルなどの雑貨品が減少、新商品
の投入も進まず厳しい状況でありましたが、原価が上昇する中、販売価格への転嫁や仕様変更を進めたことで売
上は増加、収益の改善に努めました。量販店向けも行動制限の緩和により衛生用品が減少するなど売上は大きく
減少したものの、低利率低価格帯のＰＢ商品から比較的高い販売価格の見込めるインテリア雑貨に販売をシフト
したことにより収益性は改善いたしました。利益面につきましては、在庫の整理削減を行い経費の削減に努めた
ものの、原油価格の高騰による原材料価格の上昇、世界的なコンテナ需要の高まりによる輸入諸掛の増加、為替
の急激な変動が大きな要因となり、セグメント利益額は大幅な減額となりました。
その結果、売上高は103億48百万円（前年同期比4.9％増）、セグメント損失は2億7百万円（前年同期は88百

万円のセグメント利益）となりました。

（その他の事業）
その他の事業につきましては、物流倉庫の賃貸を行っており、売上高は12百万円（前年同期比50.0％減）、セ

グメント利益は３百万円（前年同期比77.6％減）となりました。
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２．設備投資の状況
該当事項はありません。

３．資金調達の状況
該当事項はありません。

４．他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
該当事項はありません。

５．対処すべき課題
国内経済情勢につきましては、新型コロナ感染症の影響は収束に向かうことが期待されるものの、ウクライナ

情勢も長期化の様相で、これに伴う西側諸国のロシアに対する経済制裁による原油や天然ガスの供給不安や価格
高騰、加えて急激な為替の変動により経済情勢は不安定な状態が続いております。そのような状況下で、当社グ
ループとしては、以下の事項を対処すべき課題として考えております。
①市況の変動にしなやかに対応し、収益性を維持できる体質に変革していくことを目指します。現在、当社グル
ープにはSHOEI PLASTIC (THAILAND)CO.,LTD.、株式会社ファインケメティックスという２つのメーカ
ー、加えて生産拠点である３つの生産センターがあり、これらを最大限に活用し、企画開発力を備えたＯＥＭ
メーカーとなり、自社商品も手がけることを目指してまいります。

②エンドユーザー向けの営業展開を進め、パッケージを起点としてお客様の要望をくみ取り、様々なサービスを
提供する複合営業を強化してまいります。

③商品開発・開発体制の整備を進めることにより、化粧品や洗剤などの日用雑貨品の商品開発力を強化してまい
ります。

④為替相場や原材料価格などの外部要因の影響を回避し、安定した成長力を維持していくために、国内仕入調達
力を強化するといった外部環境に対応できるビジネスモデルの構築を進めてまいります。
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６．財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分 2020年３月期
第53期

2021年３月期
第54期

2022年３月期
第55期

2023年３月期
（当連結会計年度）

第56期

売 上 高（百万円） 19,115 20,507 19,268 20,745

親会社株主に帰属する当期純利益
又は親会社株主に帰属する当期純損失（百万円） 406 675 89 △1,617

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
又は１株当たり当期純損失（円） 64.01 100.55 11.56 △209.30

総 資 産（百万円） 9,037 10,287 12,793 11,034

純 資 産（百万円） 2,695 4,733 4,524 2,804

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数に基づいてそれぞれ算出して
おります。

② 当社の財産及び損益の状況

区 分 2020年３月期
第53期

2021年３月期
第54期

2022年３月期
第55期

2023年３月期
（当事業年度）
第56期

売 上 高（百万円） 19,032 20,379 18,062 18,823

当期純利益又は当期純損失（百万円） 271 424 346 △2,045

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
又は１株当たり当期純損失（円） 42.80 63.29 44.81 △264.74

総 資 産（百万円） 8,738 9,711 11,327 9,772

純 資 産（百万円） 2,524 4,336 4,459 2,265

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数に基づいてそれぞれ算出して
おります。
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７．重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率
（間接所有含む） 主要な事業内容

SHOEI PLASTIC(THAILAND)CO.,LTD. 140,000千タイバーツ 100.0％ ポリエチレン関連商品の製造

株式会社ファインケメティックス 54,000千円 100.0％ 医療部外品及び化粧品の受託製
造、製造販売、輸出入事業

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
特定完全子会社に該当する子会社はありません。

８．主要な事業の内容
事 業 別 事 業 内 容

営業促進支援事業 営業促進支援事業は、お客様自身の営業を一層促進していただくために、企画か
ら配送にいたるまで商品・サービスの提供、支援をする事業であります。

商 品 販 売 事 業 商品販売事業は、100円ショップやドラッグストア、小売販売店に対して、商品
を企画提案し、調達し、そして提供する事業であります。
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９．主要な営業所及び工場
① 当社

本 社 大阪市中央区備後町二丁目１番１号

支 店 東京本社、名古屋支店

営 業 所 横浜営業所、広島営業所、福岡営業所

工 場 等
大阪センター（大阪市）、大阪第２センター（大阪市）、神奈川センター（神奈川
県座間市）、泉大津センター（大阪府泉大津市）、岸和田センター（大阪府岸和田
市）

② 子会社
SHOEI PLASTIC(THAILAND)CO.,LTD. タイ王国 サムットプラカン県
株式会社ファインケメティックス 東京都中央区日本橋堀留町二丁目３番14号

10．従業員の状況
① 企業集団の従業員の状況

従業員数 前連結会計年度末比増減

553名 5名減
（注）従業員数は就業人員であります。

② 当社の従業員の状況

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

189（210）名 11名減 43.2歳 11.1年
（注）従業員数は就業人員（当社から他社への出向者を除く）であり、臨時雇用者数は、（ ）内に年間の平均雇用人員を外数で記載

しております。
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11．主要な借入先
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,300百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 950百万円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 870百万円

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 819百万円

12．その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２ 会社の株式に関する事項
１．発行可能株式総数 25,000,000株

２．発行済株式の総数 7,727,264株（自己株式 122,736株を除く）

３．株主数 10,851名

４．大株主
株 主 名 持株数(千株) 持株比率(％)

芝 原 英 司 2,108 27.28
ショーエイ従業員持株会 312 4.04

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 262 3.39
稲畑産業株式会社 124 1.61
剣 持 整 107 1.38
吉 岡 裕 之 105 1.35
福 本 武 司 100 1.30

キョウエイ株式会社 100 1.29
有 村 芳 文 78 1.01
山 下 重 子 61 0.78

（注）１．持株比率は、小数点第３位以下を切り捨てております。
２．持株比率は、自己株式（122,736株）を控除して算出しております。
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３ 会社の新株予約権等に関する事項
１．当事業年度末日における新株予約権の状況
該当事項はありません。

２．当事業年度中に交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

３．その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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４ 会社役員に関する事項
１．取締役の氏名等

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 芝 原 英 司 代表執行役員

取 締 役 川 上 弘 恭 執行役員営業部門担当

取 締 役 小 倉 幹 雄 執行役員商品販売事業部門担当兼商品販売部長兼ロジステ
ィクス部長

取締役（常勤監査等委員） 新 城 学

取締役（監査等委員） 大 森 茂 樹

取締役（監査等委員） 村 野 譲 二 大光電機株式会社 監査役
カワセコンピュータサプライ株式会社 取締役監査等委員

取締役（監査等委員） 種 田 ゆみこ
株式会社ブレイン 取締役
地方独立行政法人大阪市民病院機構 社外監事
大阪中河内農業協同組合 社外監事
住江織物株式会社 社外取締役

（注）１．取締役新城学氏、大森茂樹氏、村野譲二氏及び種田ゆみこ氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員大森茂樹氏は経営コンサルタントとしての経験を有することから、また種田ゆみこ氏は公認会計士及び税理士と

して財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
３．当社は、監査等委員会の監査・監督機能の強化や情報収集の充実、内部統制監査室との密な連携を図るため、監査等委員の

新城学氏を常勤の監査等委員に選定しております。
４．当社は取締役新城学氏、大森茂樹氏、村野譲二氏及び種田ゆみこ氏を東京証券取引所に対し独立役員として届け出ておりま

す。

２．責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する

契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としており
ます。
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３．取締役の報酬等の額
①当事業年度に係る報酬等の額

役員区分 報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数
(名)固定報酬 業績連動報酬 譲渡制限付

株式報酬
取締役（監査等委員を除く） 60,300 60,300 ― ― 4

（うち社外取締役） （―） （―） （―） （―） （―）

取締役（監査等委員) 17,100 17,100 ― ― 4

（うち社外取締役） （17,100） （17,100） （―） （―） （4）
（注）１．取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額は年額１億20百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給
与は含まない。）、別枠で取締役（監査等委員である取締役を除く）に対して譲渡制限付株式を付与するための報酬額として
年額30百万円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額24百万円以内と2017年６月27日開催の第50期定時株主
総会において、決議しております。なお当該株主総会終結時点での取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数は３
名、監査等委員である取締役の員数は４名です。

②報酬等の額の決定に関する方針
役員報酬は、株主総会で決議された報酬総額の限度内で支給することとしております。報酬の決定方針は、次

のとおりであります。
当社の取締役の報酬に関する方針は、持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化を経営上の最重要課題と位

置づけており、取締役の報酬制度についても、当社の成長や企業価値の向上に資するものであるべきと考えてお
ります。また株主重視の経営意識を一層高めるとともに、コーポレートガバナンスの強化を図るために、業績及
び持続的な企業価値向上に対する取締役のインセンティブを高める役員報酬制度を構築していきたいと考えてお
ります。
報酬の構成としては、業務執行取締役の報酬においては、①基本報酬(月額報酬)、②業績連動賞与、③株式報

酬で構成しております。基本報酬(月額報酬)は経営の意思決定及び監督業務の職責に基づく対価であり、その報
酬の決定方法は、取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役の報酬枠は2017年６
月27日開催の第50期定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額は年額１億20
百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）、監査等委員である取締役の報酬を年額24百万円以
内と定めております。当社は株主総会で承認を受けた範囲内で、月額報酬に加え、業績達成に見合った役員賞与
の支給等を機動的に支払うものとしております。

2023年05月29日 18時34分 $FOLDER; 26ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

― 26 ―

③業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容
業績連動賞与は事業年度業績に連動するものであり、親会社株主に帰属する当期純利益の期初計画達成差額に

あらかじめ定めた係数を乗じて支払総額を決め、期間における貢献度・評価を総合的に勘案の上、決定すること
としております。
業績連動賞与・株式報酬原資総額＝
（親会社株主に帰属する当期純利益実績－親会社株主に帰属する当期純利益予算）×10％

株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値共有をよ
り一層促進し、中長期的な企業価値向上に資する報酬体系を構築することを目的として、取締役（監査等委員で
ある取締役を除く）に対し、中期経営計画の達成度合いに応じ付与しております。

業務執行取締役以外の取締役の報酬においては、基本報酬のみで構成されており、業績連動報酬や株式報酬の
要素は含まないものとしております。

④取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬は取締役会にて決議されております。取締役報酬の基本報酬

（月額報酬）、業績連動賞与、株式報酬の割合は、基本報酬（月額報酬）を定額とし、それに対して業績連動賞
与、株式報酬は業績の達成度合いを評価し支給するものとし、そのため業績連動賞与、株式報酬は支給されない
こともあるが、支給された場合においても、構成割合は、1年間の業績連動賞与、株式報酬の合算額が基本報酬
（月額報酬）を超えない範囲としております。取締役会決議にあたっては、取締役会の諮問機関として過半数が
社外取締役で構成される、指名・報酬委員会（委員長は委員会の互選により選出する。委員３名以上）にて内容
が検討され、その答申に基づき取締役会にて決議され、また、各取締役（監査等委員である取締役を除く）への
報酬の具体的な配分については、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会から一任された代表取締役社長代
表執行役員である芝原英司が決定しております。これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は会社業績を俯
瞰しつつ、各業務執行取締役の職務の執行状況を踏まえて報酬の内容を決定するには、代表取締役社長による決
定が適していると判断したためであります。内容を決定するにあたり、事前に指名・報酬委員会にて決定方針と
の整合性を含めた多角的な審議検討を行っております。取締役会は基本的にその答申を尊重しており、当該個人
別の報酬等の内容は決定方針に沿うものと判断しております。

また、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議において決定するものとしております。

以上、役員の報酬等の額については、事業年度の目標達成度や対象取締役の貢献度、及び「基本報酬(月額報
酬):業績連動賞与:株式報酬」の割合を総合的に勘案するとともに、事業年度毎に指名・報酬委員会への諮問を踏
まえ決定するものとしております。なお、取締役の報酬・賞与の体系・水準については、指名・報酬委員会が４
回開催され、その内容が検討され、その答申に基づき2022年6月23日開催の取締役会にて決議されております。
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４．社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係

区 分 氏 名 兼 職 先 兼職の内容

取 締 役
（監査等委員） 村 野 譲 二

大光電機株式会社 監査役
カワセコンピュータサプライ株式会社 取締役監査等委員

取 締 役
（監査等委員） 種 田 ゆみこ

株式会社ブレイン
地方独立行政法人大阪市民病院機構
大阪中河内農業協同組合
住江織物株式会社

取締役
社外監事
社外監事
社外取締役

（注）当社と大光電機株式会社、カワセコンピュータサプライ株式会社及び株式会社ブレイン、地方独立行政法人大阪市民病院機構、
大阪中河内農業協同組合、住江織物株式会社の間には特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 内 容

取 締 役
（常勤監査等委員） 新 城 学

当事業年度に開催された取締役会16回及び監査等委員会13回
のそれぞれ全てに出席し、証券会社法人部門においての豊富な
経験、知識に基づき、取締役会及び監査等委員会の意思決定の
妥当性・適正性を確保するための発言及び助言を行っておりま
す。

取 締 役
（監査等委員） 大 森 茂 樹

当事業年度に開催された取締役会16回のうち15回出席及び監
査等委員会13回の全てに出席し、経営コンサルタントとして経
験を有し、その専門的見地から、取締役会及び監査等委員会の
意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言及び助言を行
っております。

取 締 役
（監査等委員） 村 野 譲 二

当事業年度に開催された取締役会16回及び監査等委員会13回
のそれぞれ全てに出席し、弁護士としての専門的な知識と豊富
な経験に基づき、取締役会及び監査等委員会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための発言及び助言を行っております。

取 締 役
（監査等委員） 種 田 ゆみこ

当事業年度に開催された取締役会16回のうち15回出席及び監
査等委員会13回の全てに出席し、公認会計士及び税理士として
の専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役会及び監査等委
員会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言及び助
言を行っております。
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５ 会計監査人の状況
１．会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人

２．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 40百万円
② 当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭

その他の財産上の利益の合計額 40百万円
（注）１．会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由

監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画
における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査
計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っておりま
す。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を
区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

３．非監査業務の内容
該当事項はありません。

４．会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要があると判断した場合は、株主総会

に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等
委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたしま
す。
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６ 業務の適正を確保するための体制
当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針を以下のように制定し、この基本方針に基づき、業務の適

正性を確保していくとともに、今後もより効果的な内部統制システムの構築を目指して、常に現状の見直しを行
い、継続的な改善を図ってまいります。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制
① 取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、倫理観をもって事業活動を行う企業風土を構築するため、当
社及び当社子会社（以下、「当社グループ」という。）全体に適用する「ショーエイコーポレーション企業行
動憲章」「ショーエイフィロソフィー」を定める。

② 「ショーエイコーポレーション企業行動憲章」の精神に則って制定された「コンプライアンス規程」に基
づき「コンプライアンス窓口」「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスに関する相談受付、
調査、監督及び啓蒙活動を実施する。

③ 法令違反行為その他コンプライアンスに関する問題の早期発見と是正を目的として、常勤監査等委員を窓
口にした公益通報制度を整備し、経営会議、社内研修を通じて当社グループ役職員に周知徹底する。

④ 取締役会は、法令及び定款に照らし、取締役会規程に基づいて取締役の職務の執行を監督する。
⑤ 監査等委員会は、法令及び定款に照らし、「監査等委員会監査等基準」「内部統制システムに係る監査等委
員会監査の実施基準」及び「監査計画」に基づいて取締役の職務の執行を監査、監督する。

⑥ 取締役会は、使用人の業務執行手続きの適正を確保するため、各種社内規程を制定し遵守させる。
⑦ 取締役会は、社内規程が諸法令等に適合するように制定されているかといった事項を、顧問弁護士、顧問
社労士等の専門家に意見を求めることにより確認する。

⑧ 代表取締役社長直轄にて内部監査担当者（内部統制監査室長）を選任し、年度監査計画に基づいて担当者
が監査を実施し、被監査部門に対する問題点の指摘、業務改善の提案、確認を行い、その実現の支援を行う
と同時に、内部監査の内容は、監査等委員である取締役にも報告され、経営力の強化を図る。

⑨ 金融商品取引法及びその他の法令への適合を含め、「法律、社会規範、社内ルール等の遵守」、「業務の有効
性と効率性の向上」、「財務報告の信頼性の確保」、「資産の保全」を目的として、内部統制の仕組を整備・構
築し、業務の改善に努める。

⑩ 会社情報の開示については、情報収集、開示資料の作成、開示手順、開示責任者等を定め、開示の正確性、
適時性及び網羅性を確保する。
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２．取締役の職務の執行に関わる情報の保存及び管理に関する体制
① 当社は、取締役の職務執行に係る情報及びその管理について、対象文書と保存期間及び管理方法等を文書
管理規程において規定し、文書化もしくは電磁的媒体に記録の上、経営判断に用いた関連資料とともに保存
する。

② 当社は、取締役からの要請があった場合に備え、情報の種類や特性に応じて適切かつ確実な検索性の高い
状態で保存・管理することとし、閲覧可能な状態を維持する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社は、当社グループの経営活動上、「コンプライアンス規程」「情報セキュリティ管理規程」「危機管理規
程」などリスクマネジメント体制を整備、構築するための方針を規定し、これに基づいて経営活動上のリス
クを認識する。また影響、発生可能性に鑑み、重要性に応じたリスク管理を行う。

② リスクマネジメントを所管する部門が当社グループにおけるリスク対応を組織横断的に統括し、リスクマ
ネジメント活動に係る意思決定は経営会議において行い、その内容を定期的に取締役会に報告する。

③ 当社は、災害、事故などの重大な事態が生じた場合の当社グループにおける対応方針を「危機管理規程」
等において規定し、これに基づいて緊急事態のレベルを判定し、迅速に対応を行うことにより損害の拡大を
防止するとともに損失を最小限に留める。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、当社グループにおける取締役会をはじめとする各会議体の運営方針、業務分掌・職務権限に関し
て「取締役会規程」「会議管理規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」「職務権限表」において規定し、取締
役の職務、権限及び責任等を明確化する。また取締役会に付議すべき事項を定め、その他の会議体、各部門
責任者へ権限を委譲し、業務執行全般の効率的な運営を行う。

② 当社は、取締役会において当社グループ運営上の重要な意思決定及び業務執行の監査・監督を行う。また
取締役（監査等委員である取締役を除く）は各部門と業務の進捗状況を定期的に確認することにより情報共
有を迅速に行い、適切な経営判断を実施する。

③ 当社は、取締役会においてグループ・全社戦略を定め、各部門及び各子会社はグループ戦略を踏まえ部署
別、会社別の戦略を策定する。またその進捗状況を定期的に取締役会がモニタリングすることにより戦略の
実行を担保する。
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④ 当社は、取締役会に加えて、定期的に、取締役（監査等委員である取締役を除く）及び重要業務を執行す
る管理職で構成する経営会議を開催し、経営情報の共有化を図るとともに、重要な業務執行に関する事項に
ついて協議し、機動的な意思決定を行い、経営の効率化を進める。また経営会議には常勤監査等委員である
取締役も常時参加する（非常勤監査等委員は随時参加）。

⑤ 当社の本社部門は、経営管理・リスク管理・人事管理・業務管理の各項目で、取締役会の意思決定と各部
門の戦略実行をサポートするとともに、重要な子会社に対しても同様の体制を構築し、個々の事業戦略に最
適化したサポートを実施する。

５．当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は、子会社の経営管理に関する方針を規程に定め、子会社の経営・財務等に関する重要な事項につい
ては当社報告事項とするとともに、重要な意思決定については当社承認事項とすることで、適切な子会社の
経営管理を行う。

② 当社は、子会社の管理を行う所管部門を定め、子会社の管理責任者と連携して管理を行う。また子会社に
関する最新の情報を収集して整理保管し、必要に応じて情報を関係者に提供する。

③ 当社が設置する公益通報窓口は、国内当社グループの全ての役職員が利用可能とし、子会社における法令
違反行為その他コンプライアンスに関する問題の早期発見・未然防止を図る。

④ 内部統制監査室は、子会社の管理及び業務活動について監査を実施する。

６．当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該
取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性
に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する
事項
① 当社の監査等委員会の職務は、内部統制監査室においてこれを補助する。
② 監査等委員会の職務を補助する内部統制監査室の使用人の独立性を確保するため、当該使用人の異動等人
事に関する決定は、監査等委員会の事前の同意を得る。

③ 監査等委員会より監査業務に関する命令を受けた補助使用人は、その命令に関して、取締役（監査等委員
である取締役を除く）の指揮命令を受けない。
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７．当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人並びに当社子会社
の取締役、監査役その他これらに該当するもの及び使用人が当社の監査等委員会
に報告するための体制
① 当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人は、当社監査等委員会に対して、法
定の事項に加え、経営に重大な影響を及ぼす事項、法令・定款に違反すると思われる事項、会社に著しい損
害を及ぼす事項、その他監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、速やかに報告するも
のとし、当該報告が円滑になされるよう、当社の本社部門が支援を行う。

② 内部統制監査室は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部監査の結果、監査等委員会
から指示があった公益通報の調査結果についての報告、その他活動状況の報告を行うものとする。

③ 監査等委員会は、当社グループの取締役会議事録、稟議書等の重要な決裁書類及び関係資料等、いつでも
監査に必要な資料の提供を受けることができる。

④ 監査等委員会は、必要に応じていつでも当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用
人から説明を受けることができる。

⑤ 当社グループの取締役及び使用人は、監査等委員会が報告を求めた事項については迅速かつ的確に対応す
る。

⑥ 当社の子会社の取締役または監査役を兼任する当社の役職員は、重要な事項が発生した場合には監査等委
員会へ報告する。

⑦ 当社グループの監査役連絡会を設置し、子会社の監査役が当社の監査等委員会に定期的に報告する。

８．当社の監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取
扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループは、当社の監査等委員会に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、解雇その

他いかなる不利益な取扱いや職場環境の悪化、嫌がらせ等がないように適切な措置を執る旨を、「公益通報者保
護規程」に明記するとともに、当社グループ役職員に周知徹底する。

９．当社の監査等委員会の職務執行について生ずる費用又は債務の処理、費用の前
払い又は償還の手続きに関する方針に関する事項
当社は、監査等委員会の職務の執行について生ずる費用については、通常の監査費用は監査職務の執行に必要

でないと明らかに認められる場合を除き、速やかにその前払い及び請求に応じる。
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10．その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するため
の体制
① 監査等委員会は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、取締役会のほか重要な会議に
出席するとともに、稟議書その他業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役（監査等委員で
ある取締役を除く）及び使用人からの説明を受ける。

② 監査等委員会は、内部統制監査室の監査と調整を図り、連携して監査を行う。また、監査等委員会は代表
取締役社長及び会計監査人と定期的に協議を実施し、意見及び情報の交換を行う。

③ 監査等委員会は、取締役会に出席する他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、社
内各部門と定期的に相互の意思疎通を図る。

④ 監査等委員会は、職務を遂行するために必要と判断したときは、顧問弁護士、監査法人等の専門家による
外部アドバイザーを活用することができる。

11．反社会的勢力排除に向けた体制
① 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨むとともに、一切の
関係を遮断する。

② 当社は、反社会的勢力対応マニュアルを整備し、反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統
括する部署をコーポレート統括部とし、当該部署が情報の管理や外部専門機関との連携を行う。
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７ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備するとともに、適切な運用に努めておりま

す。当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

１．主な会議の開催状況として、取締役会は16回開催され、当社と利害関係を有しない社外取締役が出席し、取
締役の職務執行の適正性を確保し、効率性を高めました。その他、監査等委員会は13回、各部門長が出席する
経営会議は12回開催し、当社の課題などについて討議いたしました。

２．監査等委員である取締役は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を行い、さらに、取締役会
に出席するとともに、社長及び他の取締役、内部統制監査室、会計監査人との間で適宜協議する場を持ち、情
報交換等の連携を図っております。

３．内部統制監査室は、内部監査計画に基づき、当社及び子会社の業務執行及びコンプライアンスの状況につい
て年２回監査を実施し、その評価について代表取締役社長及び監査等委員である取締役に報告いたしました。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告に記載の金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表（2023年３月31日現在） （単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
資産の部 負債の部

流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
一年内返済予定の長期借入金
リース債務
未払金
未払費用
未払法人税等
未払消費税等
賞与引当金
その他

固定負債
長期借入金
リース債務
繰延税金負債
退職給付に係る負債
長期未払金
デリバティブ債務
その他

6,702,396
1,251,317
4,680,000
152,952
77,653

174,901
151,762
44,620
28,664

114,131
26,393

1,527,659
466,834
122,184
62,789
65,509

137,022
639,638
33,681

流動資産 7,634,559
現金及び預金 1,267,136
受取手形及び売掛金 2,973,057
電子記録債権 697,783
商品及び製品 1,757,903
仕掛品 228,760
原材料及び貯蔵品 491,613
前渡金 83,196
未収入金 54,284
その他 81,847
貸倒引当金 △1,022

固定資産 3,400,028
有形固定資産 2,357,326
建物及び構築物 528,903
機械装置及び運搬具 192,403
工具、器具及び備品 49,994
土地 1,414,975
リース資産 165,576
建設仮勘定 5,474
無形固定資産 210,823 負債合計 8,230,055
顧客関連資産 147,361 純資産の部

株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定

2,537,902
715,615
807,752

1,071,452
△56,918
266,629
132,398
△2,190
136,422

リース資産 39,198
その他 24,263

投資その他の資産 831,878
投資有価証券 435,593
差入保証金 165,933
退職給付に係る資産 175,981
繰延税金資産 12,044
その他 84,980
貸倒引当金 △42,655 純資産合計 2,804,532

資産合計 11,034,587 負債及び純資産合計 11,034,587
（注）記載の金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで） （単位：千円）

科 目 金 額
売上高 20,745,635
売上原価 17,060,090
売上総利益 3,685,544
販売費及び一般管理費 3,531,305
営業利益 154,239
営業外収益

受取利息 334
受取配当金 27,215
為替差益 46,571
資材売却収入 4,089
その他 14,629 92,840

営業外費用
支払利息 33,689
デリバティブ評価損 522,444
その他 23,418 579,552

経常損失 332,472
特別利益

固定資産売却益 146
投資有価証券売却益 3,739 3,886

特別損失
固定資産除却損 10,518
減損損失 1,641,697 1,652,216

税金等調整前当期純損失 1,980,802
法人税、住民税及び事業税 93,080
法人税等調整額 △456,535 △363,454
当期純損失 1,617,347
親会社株主に帰属する当期純損失 1,617,347

（注）記載の金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで） （単位：千円）

株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

期 首 残 高 715,615 807,752 2,843,345 △56,918 4,309,795

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △154,545 △154,545

親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 損 失 △1,617,347 △1,617,347

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額)

当 期 変 動 額 合 計 - - △1,771,892 - △1,771,892

期 末 残 高 715,615 807,752 1,071,452 △56,918 2,537,902

（単位：千円）

その他の包括利益累計額
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括利益
累 計 額 合 計

期 首 残 高 124,799 - 90,089 214,888 4,524,683

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △154,545

親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 損 失 △1,617,347

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額) 7,598 △2,190 46,333 51,741 51,741

当 期 変 動 額 合 計 7,598 △2,190 46,333 51,741 △1,720,151

期 末 残 高 132,398 △2,190 136,422 266,629 2,804,532

（注）記載の金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表（2023年３月31日現在） （単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
資産の部 負債の部

流動負債
支払手形
買掛金
短期借入金
一年内返済予定の長期借入金
リース債務
未払金
未払費用
未払消費税等
契約負債
預り金
賞与引当金
その他

固定負債
長期借入金
リース債務
長期未払金
退職給付引当金
デリバティブ債務
その他

6,368,394
112,578

1,063,333
4,680,000

62,424
74,919

161,090
72,510
23,330
5,275
8,756

103,156
1,020

1,137,767
208,488
115,811
137,022
28,969

639,595
7,881

流動資産 6,240,674
現金及び預金 990,459
受取手形 284,380
電子記録債権 682,025
売掛金 2,355,479
商品及び製品 1,638,855
仕掛品 170,622
原材料及び貯蔵品 6,976
前渡金 31,436
未収入金 10,129
未収還付法人税等 12,472
前払費用 48,228
その他 10,130
貸倒引当金 △522

固定資産 3,531,418
有形固定資産 1,797,577
建物 442,733
構築物 6,052
機械及び装置 36,995
車両運搬具 1,050
工具、器具及び備品 28,207 負債合計 7,506,162
土地 1,125,075 純資産の部

株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金

利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金

自己株式

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益

2,134,180
715,615
867,842
633,015
234,827
615,953

9,500
606,453

1,000,000
△393,546
△65,230

131,749
133,940
△2,190

リース資産 157,463
無形固定資産 56,865
ソフトウエア 13,133
電話加入権 4,533
リース資産 39,198
投資その他の資産 1,676,974
投資有価証券 418,223
関係会社株式 921,081
出資金 11
破産更生債権等 796
長期前払費用 323
差入保証金 136,732
前払年金費用 175,981
繰延税金資産 23,046
その他 43,433
貸倒引当金 △42,655 純資産合計 2,265,929

資産合計 9,772,092 負債及び純資産合計 9,772,092
（注）記載の金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで） （単位：千円）

科 目 金 額
売上高 18,823,292
売上原価 15,796,159
売上総利益 3,027,133
販売費及び一般管理費 3,050,334
営業損失 23,200
営業外収益

受取利息 1,431
受取配当金 26,779
為替差益 26,671
資材売却収入 3,662
その他 13,441 71,986

営業外費用
支払利息 30,764
デリバティブ評価損 525,011
その他 23,403 579,179

経常損失 530,394
特別利益

投資有価証券売却益 3,739 3,739
特別損失

固定資産除却損 0
関係会社株式評価損 1,556,885 1,556,885

税引前当期純損失 2,083,540
法人税、住民税及び事業税 15,956
法人税等調整額 △53,764 △37,807
当期純損失 2,045,732

（注）記載の金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書（2022年４月１日から2023年３月31日まで） （単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別途積立金 繰 越 利 益

剰 余 金

期 首 残 高 715,615 633,015 234,827 867,842 9,500 1,000,000 1,806,731 2,816,231

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △154,545 △154,545

当 期 純 損 失 △2,045,732 △2,045,732

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 - - - - - - △2,200,277 △2,200,277

期 末 残 高 715,615 633,015 234,827 867,842 9,500 1,000,000 △393,546 615,953

（単位：千円）

株 主 資 本 評価・換算差額等
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算

差額等合計

期 首 残 高 △65,230 4,334,458 124,728 - 124,728 4,459,186

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △154,545 △154,545

当 期 純 損 失 △2,045,732 △2,045,732

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) 9,211 △2,190 7,020 7,020

当 期 変 動 額 合 計 - △2,200,277 9,211 △2,190 7,020 △2,193,256

期 末 残 高 △65,230 2,134,180 133,940 △2,190 131,749 2,265,929

（注）記載の金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年５月29日

株式会社ショーエイコーポレーション
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員 公認会計士 小市 裕之業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 上田 美穂業務執行社員

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ショーエイコーポレーションの2022年

４月１日から2023年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社ショーエイコーポレーション及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る
期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年5月29日

株式会社ショーエイコーポレーション
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員 公認会計士 小市 裕之業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 上田 美穂業務執行社員

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ショーエイコーポレーションの

2022年４月１日から2023年３月31日までの第56期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第56期事業年度の取締役の職務の執

行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並

びに当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意思を表明し、さらに、財務報告
に係る内部統制について、取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から、両者の協議の状況並びに当該内
部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、下記の方法で監査
を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出
席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要
な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社
については、子会社の取締役、監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の
報告を受けました。
② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事
項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の
通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を
含め、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月29日

株式会社ショーエイコーポレーション 監査等委員会

常勤監査等委員 新 城 学 ㊞

監査等委員 大 森 茂 樹 ㊞

監査等委員 村 野 譲 二 ㊞

監査等委員 種 田 ゆみこ ㊞

（注）監査等委員全員は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以 上
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株主総会会場ご案内図

会　場 大阪市中央区本町橋 2-31
シティプラザ大阪　２階　中宴会場「燦」

開催場所が前回と異なりますので、
お間違いのないようご注意ください。

●	堺筋線・中央線「堺筋本町」駅	 1	⓬	番出口から
	 	 	 	 	 徒歩６分
●	谷町線・中央線「谷町四丁目」駅	 4	番出口から
	 	 	 	 	 徒歩７分
●	お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願いいたします。
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